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研 究 論 文

１．目的

京都議定書では2010年前後における運輸部門からのCO2

排出量を1990年比17％増以内に抑えることが政府目標とし

て掲げられている．しかし2003年度において対1990年比約

20％増となっており，今後の世帯数の増加や経済活動の拡

大を考慮すると，目標達成のためにさらなる施策が求めら

れる．その排出量の内訳をみると乗用車が約51％を占める

（2002年度）が，乗用車については1995年より燃費規制が強

化され，また自動車税制のグリーン化などさまざまな施策

が展開されている．しかし，次に大きな約36％を占める貨

物車については，温暖化対策よりも局地的大気汚染対策と

してNOx及びPMの排出ガス規制，また主として事故対策と

しての速度抑制装置の義務付けといった施策に重点がおか

れ，燃費規制は車両総重量が2.5t以下の車両を除き導入さ

れていない．

現在，経済産業省において，総合資源エネルギー調査会

省エネルギー基準部会の下部組織として自動車判断基準小

委員会，国土交通省において重量車燃費基準検討会が設置

されるなど，議論されている．燃費規制導入に向けて，今

後一層の強化が見込まれる排出ガス規制や価格上昇による

新車販売台数対象となる自動車の範囲，燃費区分，燃費基

準値，目標年度への影響などを考慮して，区分数をどうす

るか，また燃費基準値をいかに設定するかは大きな論点で

ある．本研究は，現在約240万台存在する普通ディーゼル貨

物車への燃費規制の導入によって軽油消費量はどの程度削

減可能かを試算するものである．本研究の特徴は以下の２

点である．

①普通ディーゼル貨物車を最大積載量別に13タイプに分け

て推計を行っていること．これにより近年の車両の大型

化，また燃費や台あたり走行量の違いを考慮できる．特

に貨物車は乗用車の10・15モードのような測定法はなく，

燃費は公表されていない．この場合，重量が燃費を説明

する重要な要素となり，この重量をできるだけ詳細化し

て捉えることは意義があると考える．

②複数の統計データを用いて台あたり走行量や走行燃費の

推計値の信頼性を高めるよう工夫をしていること．

これらを考慮して，保有（販売・廃棄），使用（台あたり

走行量），走行燃費をそれぞれモデル化している．そして規

制のかけ方，また規制が保有に与える影響によって軽油消

費量の削減効果がどう変化するかについて検討する．

なお貨物車の燃費について，Chris（2003）らはアメリカ

において大型トラックの燃費改善技術とその費用について

調査し，車両総重量18トンを超えるClass 8において4.25km/r

まで向上させることが可能であると述べている．また中量

トラックにおいてもハイブリッド技術により40％以上燃費

を向上させることが可能であるが，それには台あたりUS$6,000
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程度の価格上昇が見込まれると述べている1）．一方，わが

国ではNEDOにおいてディーゼル貨物車の次世代低公害車

技術開発プログラムにおいて10％の燃費向上をめざした研

究が2004年よりはじまっている．燃費規制については湊・

廣田（2003）2）が大型車の基本的な特性についての分析を行

っている．最大積載量によって走行量に大きな違いがある

こと，燃費は車両重量や走行速度の影響を強く受けること，

自家用車の積載効率が低いことなどを示し，車両の大型化，

積載率および走行速度の向上が重要であると述べているが，

保有・使用・燃費全体を通じての分析はなされていない．

また貨物輸送の排出ガス削減については河上・土井（2004）3），

武藤（2003）4）らがCGEモデルを用いて分析を行っているが，

そこでは貨物車の車種の分類はなされておらず，代表的な

燃費を設定しているのみである．

本研究は車両重量，積載効率，走行速度を走行燃費の説

明変数として考慮したモデルを作成している．

２．最大積載量別保有・使用・走行燃費の推計方法

2.1 対象車種

本研究では，車両重量による燃費や台当たり走行距離の

相違を考慮して，普通ディーゼル貨物車を対象に，最大積

載量別に１t刻みで１t以下から12t以上のクラスまで計13

区分で車種を設定した．ガソリン普通貨物車，小型貨物車

や軽貨物車はその多くが現行の燃費規制の対象となってい

ると判断し，今回は対象外とした¡）．

2.2 推計モデルの概要

軽油消費量推計モデルは，保有台数，台あたり走行量お

よび走行燃費の推計から構成され，モデル構築にあたり使

用したデータまた精度のチェックに用いたデータは図１の

通りである．

以下に各モデルについて説明する．

2.3 最大積載量別車齢別保有台数の推計

保有モデルは，①最大積載量別の保有台数は経済社会状

況および他車種（異なる最大積載量）の前年度保有台数か

ら当該年度の保有台数を決定するサブモデル．②毎年年度

末に車種・車齢に応じて一定台数の残存率（廃棄）を表現

するサブモデル，から構成される．保有台数と廃棄された

台数の差が当該年度の新車購入台数となる．

まず最大積載量別の保有台数は，社会経済状況の影響お

よび他の車種との相関を考え，説明変数として以下の変数

を選定した™）．

・名目GDP（円）（＋）

・小型・普通貨物車輸送トン数（＋/－）

・NOx法ダミー（ガソリン車への代替あるいは営業用貨物

車への転換が進むと仮定．1994年以降：r）（＋/－）

・排出ガス規制ダミー（1998年の排出ガス規制強化により，

保有台数が抑制されると仮定．1998年以降：r）（－）

・他車種の前年度の保有台数（－）

（ ）内は予想されるパラメータ値の符号

車種¡の保有台数を示すモデルとして以下の式を採用した．

………………………………………（1）

ここで，OWNi：保有台数，Xij：説明変数，αij：パラメ

ータ

両辺の対数をとり，1974年～2000年までの自動車検査登

録協力会の保有台数統計のデータにダミー変数を加えて推

定した結果を表１に示す．

台数の少ない区分において決定係数が低いものもあるが，

10万台以上存在する区分においては決定係数，パラメータ

のt値ともに高い結果が得られている．最大積載量が小さい

普通貨物車はGDPの影響をうける．中型では小型および普

通貨物車の輸送トン．12t以上では普通貨物車輸送トンの影

響をうけているとの結果を得た．本研究では考慮していな

いが，最大積載量が小さいものは自家用が多く，大きいも

のは営業用が多くを占め，その影響が反映されていると考

えられる．NOx法の影響は最小と最大の最大積載量区分で

図１ 軽油消費量推計モデルの概要

OWNi＝αi0ΠXij
αi j

j
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のみ採用された．また排出ガス規制の影響は３～3.9tにお

いてプラスに，４～4.9t，10～10.9t，12t～以上でマイナス

となり，そのパラメータも徐々に増大していることから各

最大積載量区分の傾向をそれなりに捉えることができてい

ると判断した．

次に残存率SURには，製品の寿命などの推計で一般的に

用いられているワイブル分布関数を設定した．

SURti＝exp（－αitβi）…………………………………（2）

ここでt：販売からの経過年数，αi，βi：パラメータ，i：

車種，を表す．

ワイブル分布関数は，平均耐用年数Tを経過すると残存

率が0.5になるので，αは以下の式で表すことができる．

0.5＝exp（－αiTiβi）……………………………………（3）

αi＝ln2／Tiβi …………………………………………（4）

パラメータβiと平均耐用年数Tiは，2000年における最大積

載量別初度登録年別保有台数の統計と各年における最大積

載量別販売台数統計から車齢ごとの残存率を計算し，これ

を真値として（2）式から求めた推計値との残差の２乗和が

最小となるように推計を行った（表２）．平均耐用年数は10

～15.5年と推定された．走行量が異なることもあり最大積

載量との相関はみられなかった．推計した保有台数および

残存率の再現結果の例を図２に示す．

表１ 保有台数モデルパラメータの推定結果

表２ 設定した平均耐用年数とパラメータ

図２ 保有台数（上）と残存率（右）の再現性

（1.0～1.9トン車）
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2.4 最大積載量別台あたり走行量の推計

6日本自動車工業会資料（1999，2001年）によると台あ

たり走行量は最大積載量の増加とともに増加する傾向にあ

る（図３）．記載されていない最大積載量の車種に対しては

線形補間（10t以上は同じであると仮定）によりデータを補

った．この妥当性の検証は今後の課題である．この推計値

と2000年の最大積載量別保有台数を掛け合わせることで走

行台キロを求め，各最大積載量で和をとった値と自動車輸

送統計年報に記載されている普通ディーゼル貨物車の総走

行台キロが一致するように，推計した台当たり走行量を拡

大（縮小）し，最大積載量別台当たり走行量を推計した．

結果を図３に示す．

2.5 最大積載量別走行燃費の推計

１章で述べたように普通貨物車の走行燃費は計測されて

いない．そのため，各種統計データから推計する必要があ

る．本研究では細井5）によって提案された以下の式をもと

に推計を行う．

F＝2627/｛（669.0V－1+114.3）＋（0.0120V2－1.742V＋91.09）W｝…（5）

ここでF：走行燃費（r/km） V：平均速度（km/h） W：

走行重量（t） を表す．

平均速度（V）は，2001年度の道路交通センサス（国土交

通省）より，一般国道平均速度（37km/h）と高速道路平均

速度（75km/h：高速自動車国道と都市高速道路の加重平

均値）および貨物車の国道と高速道路の走行比率（約74：

26）を用いた．

次に走行重量（kg）は車両重量，積載重量およびその他

（ドライバー等）の重量の和として表現する．まず最大積載

量別の車両重量は，自動車ガイドブックのデータ（サンプ

ル数：182）を用いて推計した（図４）．推計された式は以

下の通りである．

車両重量 ＝ 0.55 × 最大積載量 ＋ 1702（R2＝0.84）…（6）

（30.18） （11.61）（t値）

積載重量は本来ならば最大積載量別に異なると考えられ

るが，ここでは，自動車輸送統計年報に記載されている能

力トン数を輸送トン数で割ることによって輸送効率を算出

し，それに最大積載量を乗じて求めた．また，その他の重

量については100kgと仮定した．

前節で算出した最大積載量別道路タイプ別走行台キロを，

この節で示した推計式から算出される走行燃費で割ること

で，最大積載量別道路タイプ別軽油消費量が算出される．

なお車齢別の燃費については1993年までは一定．1994年以

降，毎年新車の燃費が0.5％向上していると仮定して計算を

行っている£）．これを最大積載量および道路タイプで合計

した値と，自動車輸送統計年報に記載されている普通ディ

ーゼル貨物車の軽油消費量とを比較し，乖離した分を細井

らの式によって求めた走行燃費に補正係数を乗じることで，

最大積載量別走行燃費を推計した．

補正された推計値と実験室ベースでの細井らの式から得

られた値を図５に示す．補正された推計値は実験室ベース

の値よりおよそ30％小さい値となった（補正係数＝0.7）．こ

れは，走行量や車齢による燃費悪化の過少推計や過積載を

含めて積載効率の分布を無視している可能性に加え，アイ

ドリング，細街路での低速走行やエアコンなど走行以外の

外部要因の影響であると考えられるが，この原因について

今後さらなる検討が必要である．

図３ 最大積載量別台あたり走行量の推計値（左）と

6日本自動車工業会資料における値（右）

図４ 最大積載量と車両重量の関係

図５ 細井の式から求めた燃費と推計された

走行燃費（国道）
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2.6 軽油消費量の推計

以上の保有台数，台当たり走行量および走行燃費の推計

式より，最大積載量別軽油消費量を推計できる（図６）．台

数の多い３～3.9t車の比率が最大となっているが，台数で

は11％にすぎない８t以上の重量車で50％を占めると推定

された．外生変数である将来のGDP，小型・普通貨物輸送

トン数の将来値を設定することで将来の普通ディーゼル貨

物車からの軽油消費量が推定される．そして燃費・残存率

などの変化による影響を分析することができる．

３．燃費規制の導入が軽油消費量に与える影響の分析

まず，最大積載量別の保有台数の推移と規制が導入され

ないとき（BAUケース）の2020年までの予測値を示す．な

お予測にあたっては以下の仮定をおいた．

・GDPは年0.5％増加，普通車と小型車をあわせた総輸送ト

ン数は0.1％増加，うち普通貨物車輸送比率は年0.06％増

加する¢）．

・台あたり走行量，走行重量，平均速度は2000年から変化

しない．

・単体燃費は2005年以降向上しない∞）．

その結果，保有台数は一時的に減少した後，増加し2020

年において約270万台に達する．軽油消費量は2008年を境

に減少から増加に転じ，2020年には約218億リットルとな

り（図７のBAUケース），1990年比約36％増となった．2005

年と2020年の最大積載量別の消費量のシェアを比較すると，

大きな変化はみられないが，走行距離が大きい９tそして

12t以上の貨物車の割合が増加する．このことは燃費規制で

は最大積載量が大きいほど燃費の引上げ率を大きくするの

が望ましいことを示唆している．

次に燃費規制の影響について検討する．ここでは「2015

年のすべてのクラスの新車の燃費を2005年比で11％引き上

げる」という規制を想定する．自動車メーカーはこの規制

に対し2005年以降年１％燃費の向上を図る（2015年以降は

変化しない）と仮定する．

現在政府で検討されている燃費規制の１つの論点は，規

制が燃料消費量の削減にどれだけ寄与するかというもので

ある．そこでその影響について以下の３つのシナリオを設

定して検討を行う．

シナリオ１）保有台数・残存率に影響を与えない場合

自動車メーカーは価格を引上げることなく，この規制に

対応できる，あるいは価格の引上げに燃費向上による費用

節約が見合う状況を想定する．この場合，燃費の改善が単

純に燃料消費量の削減につながることになる．ここでは徐々

に向上していく新車の燃費向上の効果が2020年において，

車両全体で軽油消費量が何％削減されるかという点に注目

する．

シナリオ２）規制が新車への代替を遅らせる場合

このシナリオは自動車メーカーによる新車価格の引上げ

額が燃費向上による費用節約分を上回る状況を想定する．

そのため購入者は，保有台数は減らさないものの，保有す

る車両の使用期間を引き延ばし，新車の購入を控えると考

える．今回は平均使用期間が１年延びると仮定して計算を

行う．新車の普及が遅れる分だけ，燃料消費量の削減効果

は小さくなると予想される．

シナリオ３）新車が一層減少し，総保有台数も減少するが，

それを輸送効率の引上げで対応する場合

このシナリオは規制により新車価格が大幅に引上げられ，

新車を買い控えることにより，総保有台数が減少するとい

うものである．少ない保有台数で輸送需要を満たすため，

積載重量を増加させる．ここでは新車販売がシナリオ２よ

り５％小さくなり，積載重量が保有台数の減少率分だけ増

加すると仮定して計算を行った．保有台数の減少により走

行台キロは減少するが，一方で走行燃費は重量の増加によ

り悪化する§）．結果を図７に示す．得られた知見は以下の

通りである．

まずシナリオ１（規制の導入が保有・残存率に影響を与

えない）では，軽油消費量を2020年までにBAUと比較して

約８％削減する．もちろん，より長期的にはすべての車両

がよい燃費の貨物車に置き換わる．車両全体での軽油消費

量11％削減が達成されるのはさらに６年後の2026年と予測

図６ 最大積載量別軽油消費量の推計値（2000年）

図７ 軽油消費量の推移

（2000年まで実績値，2000年以降推定値）
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された．

シナリオ２（保有台数は変化しないが，平均使用期間が

１年延びる）の場合，新車への代替が遅れることから，軽

油消費量削減率は0.5％ほど低下し，2020年において対BAU

で7.5％減にとどまる．

シナリオ３（保有台数が減少し，積載重量が増加する）で

は，保有台数の削減により軽油消費量は対BAU比で14％削

減，90年比で約12％増となる．削減のうち保有台数による

部分は約７％であり，残り７％が燃費の向上によるもので

ある．仮定したように積載重量は増加するが，それによる

燃費の悪化よりも台数自体が削減されることによる削減効

果の方が上回る．燃費規制でなくとも情報システムの活用

やモーダルシフトなどにより保有台数が大きく削減できる

よう輸送効率の引上げを促進することは望ましいといえる．

最後に最大積載量別に異なる燃費規制として「８t以上

の車両の燃費の向上率を上記の規制の1.5倍（2005～2015年

で16％向上）とし，一方で８t未満では50％（同５％向上）

とする」という案について検討する．積載率の向上の効果

は普通貨物車の方が大きい．そのため，８t未満において燃

費規制の効果は小さくなるものの，シナリオ３において全

体でさらに約１％削減される結果となった．このモデルで

は明示していないが，積載効率の向上が輸送費用の低下を

もたらし一層大型車への貨物輸送量のシフトが生じるなら

ば，さらなる削減が期待できる．

４．まとめ

本研究では，普通ディーゼル貨物車に対して，最大積載

量別に保有・使用・燃費を表すモデルを構築した．2020年

までGDPが年0.5％上昇していくとき，軽油消費量は1990年

比で36％程度増加し，９tや12t以上の大型貨物車のシェア

が増加すると予測された．このモデルを用いて燃費規制に

ついて検討し，規制により見込まれる新車価格上昇に対し

て保有台数を減らし，積載効率の向上がなされる場合，積

載重量の増加による燃費の悪化よりも台数自体が削減され

ることによる削減効果が上回ることを示した．また大型車

は年間走行量が大きいため，車両価格の引上げ率が小型車

より大きいとしても新車代替が小型車同様に生じる可能性

はある．そして大型車の積載効率の向上の効果は大きい．

燃費規制を小型車より厳しく設定することも十分検討に値

するといえる．

もちろん今回の推定は再検討すべき多くの課題を残して

いる．最大積載量別の考慮が十分でない台あたり走行量や

積載効率の再検討，価格を明示的に扱い，さらに保有・使

用・燃費の相互作用を考慮した検討などが必要である．ま

たNOx，PMへの影響や，規制と税制との組み合わせ施策など

についても検討していきたいと考えている．なお本研究は

科学研究費補助金・若手研究（B）の研究成果の一部である．

注

¡）本研究における普通貨物車の定義は，排気量が2000cc

を超えるもの，あるいは2000cc以下であっても長さ4.7m

以上，幅1.7m以上，高さ２m以上，のいずれかの条件を

満たす貨物車である（道路運送車両法）．一方，エネルギ

ーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）における燃

費規制の対象車両は車両総重量2.5t以下のものである．

これら２つの定義は一致しない．したがって本研究にお

ける普通貨物車でも省エネ法の対象車両，また逆に省エ

ネ法の対象車両であるが，普通貨物車ではないという車

両が存在する可能性がある．なお普通ガソリン貨物車は

最大積載量が２t以下を中心に約5.2万台存在する（2002

年度）．しかしディーゼル車に対して保有台数で２％弱

であること，また一部が燃費規制の対象であることなど

を考慮して今回は対象外とした．

なお今回は最大積載量別に分析を行ったが，車両総重

量で行う方法も考えられる．しかし最大積載量別車両総

重量別保有台数の統計はない．現行の燃費規制の効果の

より正確な推計，また総合的な分析のためにも統計デー

タの整備は重要な課題である．

™）今回は（1）GDPが輸送量に影響を与え，また（2）輸送量

が保有台数に影響を与える．そしてこれら（1），（2）の両者

の関係がともに指数関数で表現できると仮定している．

上記の仮定のもとではGDPと保有台数も指数関数を用い

て表現できる．またGDPに関しては，名目と実質の２つ

の値を用いてパラメータ推定を行ったが，ほとんどの積

載重量のクラスにおいて名目GDPの場合がモデルの説明

力（決定係数）が高かったため，今回は名目GDPを用いた．

£）普通ディーゼル貨物車の実走行燃費は1990年～1997年

までわずかに悪化傾向にあった（約３％）が，その後「エ

ネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）」（1999

年４月改正）の影響もあって約５％向上（1997年比）し

ている（自動車輸送統計年報をもとに著者推定）．一方，

最大積載重量平均値は1993年まで低下，1994年以降向上

している．最大積載量の平均値が約0.5トン増加すると車

両重量は約0.3トン重くなる．これは燃費を約３％悪化さ

せるが，実際には燃費は２％向上した．このことから1994

年以降，単体燃費は年0.5％向上したと仮定した．

¢）この仮定の設定にあたり，筆者はGDPと（小型車と普

通車を合わせた）貨物車輸送トンおよび輸送トンにおけ

る普通車比率について，1974年～2000年までのデータを

用いて両辺を対数とする回帰分析を行った．貨物車輸送

トンのGDP弾性値は約0.2，普通車比率のGDP弾性値は約

0.12であった．

∞）2005年からはじまる新長期排出ガス規制に対応するた
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めには，排気の昇温が必要と考えられており，この昇温

を燃料添加により行う場合は10％以上の燃費悪化を，NOx

吸蔵触媒においてもその還元のために数％の燃費悪化を

もたらすと言われている．さらに環境省ではすでにポス

ト新長期規制の検討が始まっており，2005年以降は規制

がない限り燃費の向上はないものと仮定した．

§）規制により新車購入が５％減少するというのは強い仮

定である．しかし軽自動車を除くトラックの1995年以降

の販売台数の前年度比をみると，－29～＋４％（年平

均－9.5％）と推移しており，ここで設定した５％という

のは極端な数字ではないと考えている．また積載重量の

増大によって補うという仮定も実際には台数削減を走行

量の増大によって補う可能性がある．もし走行量が増大

し，積載効率が改善されないならば，燃料消費量の削減

率は走行燃費向上率と一致する．現実はこれらの中間に

なると予想される．
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訂正のお知らせ

＊著者より下記の訂正の連絡がございましたので，お知

らせいたします．

（1）前号（Vol. 27  No. 5）のP.19，右段最終行

誤 正

米国の1/650 米国の約1/20

（2）前号（Vol. 27  No. 5）のP.55の図８及び式（7），（9）

〔誤〕

①図８の反応式の方向が逆となり，算出したギブス

エネルギーの傾向が逆であった．

②式（7），（9）では，一般的な参考資料より引用した

値と著者らの引用数値の違いから値が異なった．

③上記の値を用いて作成したコンセプト図の図６も

修正が必要．

〔正しい図，式〕
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2Ni＋O2＝2NiO ⊿H1200＝－466kJ/mol…（7）

CaCO3＝CaO＋CO2 ⊿H1200＝195kJ/mol……（8）

4NiO＋CH4＝CO2＋2H2O＋4Ni ⊿H1200＝132kJ/mol……（9）

図６ CaO/Ni添加CO2回収型メタン改質反応プロセス

図８ 再生プロセスにおける各反応のギブスエネルギー

変化




